
SUITA WEST ROTARY CLUB WEEKLY BULLETIN

4つのテスト
　●真実かどうか　　●みんなに公平か　　●好意と友情を深めるか　　●みんなのためになるかどうか

吹田西ロータリークラブ 国際ロータリー第2660地区

ウィークリー 2018-2019
■創立 1980.6.12
事務所／〒564-0051 吹田市豊津町9番40号 カリーノ江坂1階　TEL06-6338-0832　FAX06-6338-0020
　　　　URL　http://www.suita-west-rc.org
例会場／新大阪江坂東急REIホテル　〒564-0051 吹田市豊津町9番6号　TEL06-6338-0109
例会日／毎月曜日 18：00～19：00　　役員／会長：大藤辰弘　　幹事：榎原一滋　　会報委員長：水谷徳之

第1715回例会　平成30年11月26日
卓話
　オペラの夕べ
　　オペラ歌手　星野　隆子 様
　　ピアノ演奏　加藤　英雄 様
 （大藤会長ゲスト）

今週の歌

「我らの生業」

前回内容

会長挨拶 大藤会長

皆さん今晩は、先週金曜日、国際奉仕と社会奉仕委
員会の炉辺談話がございました。食事を交え、歓談
し、皆様のご意見を拝聴しておりました。後で、発表
があるとは存じますが、山本ガバナーからもお褒めの
御言葉をいただいておりますが、国際奉仕に関して
は、継続した事業及び姉妹クラブを通じた奉仕の意義
に感心致しました。
又、社会奉仕に関しましては、青少年委員会との共
同事業でもある相撲教室の継続した当クラブの独自性
を発揮した事業や、地域に根ざした奉仕活動の継続の
お話等、有意義なひと時を過ごさせて頂きました。
ロータリーは単発な事業が多い中、色々な知恵を出
し合い、継続性を持った独自の事業を今後とも続けて
いけたらと存じます。
さて、明日よりナコンパノムへの派遣団が出発致し
ます。継続した事業の一つでもあり、クラブが誇る事
業の一つでもあります。皆さんがご無事に帰国され、
成功裡に終わりますよう祈っております。
ところで、師走の足跡が近付いて参りました。12月
は、年次総会があり来年度の執行部の役員選挙がござ
います。
又、来年度は、当クラブの40周年事業もあり、今年
度はスムーズに移行できるように、頑張りますので、
皆様のお力を引き続きいただけますよう、宜しくお願
い申し上げます。

幹事報告 榎原幹事

本日19：00より理事会があります。

ゲスト紹介 親睦活動委員　瀬川委員長

吹田ロータリークラブ　立木　靖子 様

出席報告 出席委員会　宮川副委員長

●会　員　数　49名　　出席会員数　38名
●来　　　客　 1名　　本日の出席率　92.68％
●10月29日の出席率（メーキャップ含む）100％

国際奉仕委員会・社会奉仕委員会
 坂本委員長

11/16に社会奉仕委員会および国際奉仕委員会主催
の炉辺談話を行ないました。
19名の参加
・ 姉妹クラブのスリランカ・コロンボセントラルRC
との姉妹提携までの経緯と成り立ち、歴史等
・ 友好クラブ、タイ・ナコンパノムRCとの事業やや
り取り、今後の考え方等
・ 会長からも山本ガバナーのお言葉を取り次いで頂
き、地区補助金の事も含めて非常に有意義な事業が
行われているとお言葉を頂戴いたしました。

交通安全キャンペーンのお知らせ
平成30年11月26日（月）午後 4時から午後 5時までの
間　豊津公園集合
自転車の交通事故防止対策に有効な反射板を配布い
たします。
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ロータリー財団月間

第1716回　例会予告 平成30年12月5日

卓話
　ナコンパノム訪問報告
　　国際奉仕　坂本　一成 理事



インスピレーションになろう

ロータリー財団委員会 山下副委員長

清水良寛会員より特別寄付をいただきました。ご協
力ありがとうございました。

親睦活動委員会 瀬川委員長

クリスマス家族例会のご案内
平成30年12月22日（土）17：45～20：20　
場所は新大阪江坂東急REIホテル
会員13,000円　家族10,000円　小学生以下5,000円
幼児3,000円
大藤会長ゲストによる喜歌劇とプレゼント交換

ゴルフ同好会 橋本（芳）会員

第 2回吹田西ロータリークラブ大藤会長杯ゴルフコン
ペのご案内
平成30年11月28日（水）茨木カントリー倶楽部　
8：55集合　スタートミーティングは 9：25から
表彰式は忘年会を兼ねて「江坂ゴルフセンターレス
トラン」にて行います。

保護司について
 家村パスト会長

保護司とは、法務大臣が委嘱する更生保護のボラン

卓　　　話

ティアで、犯罪や非行をした人たちが再び罪を犯す事
のないようその立ち直りを助けると共に、犯罪予防の
ための啓発に取り組むなど、安全・安心な地域社会づ
くりのために活動しています。
保護司の事を定める法律に「保護司法」があり、全
国の保護司の定数は52,500人と定められています。
保護司になるには、条件：①社会的信望、②熱意と
活動のための時間的余裕、③生活の安定、④原則66歳
以下の年齢（最初の委嘱時）、農林漁業や商業に従事
していらっしゃる方、会社や団体の役員、社員、公務
員、宗教家、主婦の方など、様々な人が保護司として
活動しています。
任期： 2年ですが、76歳未満の方は、再任が可能で
す。
保護司になったら、住居地を管轄する保護観察所

（全国50か所にあります）に配属され、地域の保護司
組織（保護司会）に所属します。
保護司の具体的な仕事、①保護観察になった人への
助言や指導、②刑務所や少年院など（矯正施設）に
入っている人の出所後の生活環境の調整、③地域での
犯罪予防のための啓発・宣伝活動、④その他犯罪の予
防のための自治体など関係機関・団体との連携・協
力、このうち①と②は保護観察所の依頼を受けて行い
③と④は地域の保護司会の一員として他の保護司と共
同して行います。
保護司に対する研修や指導は、保護司としての経験
年数などに応じて、保護観察所が各種の研修を行って
います。
保護観察や矯正施設入居者の生活環境の調整等は、
専門官である保護観察所の保護観察官のアドバイスを
受けながら、保護観察官と協働して行います。多様な
経験を持つ先輩保護司の助言や意見を聞くことも大変
有意義です。
なお、現在、「更生保護サポートセンター」が全国
の保護司会に整備されつつあり、ここを拠点に保護司
同士の研修や相談・助言など、様々な活動が行われて
います。
身分は非常勤の国家公務員とされています。
ボランティアと言う事で給与は支給されませんが活
動に要した経費については、一定の基準により実費弁
償金が国から支給されます。
保護司としての活動中に怪我などしたときは、国家
公務員として公務災害の補償が受けられます。
功績のある保護司に対する各種表彰制度（叙勲、藍
綬褒章、大臣表彰など）があります。
具体的な内容、①生活環境の調整、②仮釈放・仮退
院等、③保護観察、④犯罪予防活動
更生保護を支える人々「保護司」「更生保護施設」「協
力雇用主」「更生保護女性会」「BBS会」これらの地域の
たくさんの人が更生保護を支えており、罪を犯した者
の立ち直りのチカラとなっています。

ニコニコ箱 井伊SAA

●宮川会員　選考委員会失礼致しました。
●佐藤会員　明日よりタイです。無事を祈って。
●西村会員　ナコンパノム派遣団の皆様よろしくお願
いします。
●髙木会員　クリーンウォータープロジェクトよろし
くお願いします。
●本田会員　寒くなりました。
●澤井会員　本日より私の後を引き継いでくれる福原
が出席致します。どうか宜しく。
●橋本（芳）会員　車で事故しました。無事故無違反
キャンペーン、今年もダメですね。すみません。そ
れでも皆さん安全運転お願いします。

　　　　　　　　本日のニコニコ箱 23,000円
　　　　　　　　累計のニコニコ箱 582,000円
　　　　　　　　累計のニコニコB 5,500円


